
 

簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示 

 
次のとおり企画提案書の提出を招請します。 
 
令和８年４月３０日 
 

独立行政法人日本芸術文化振興会 
理事長 長谷川 眞理子 

 
１．業務概要等 
（１）件 名 令和８・９・１０年度「クリエイターへの対価還元に向けた著作物等デ

ータの流通促進に係る環境構築事業」に係る全体設計等業務及び調査研

究・実証に係る執行管理・業務補助等事務局業務 
（２）概 要 「クリエイターへの対価還元に向けた著作物等データの流通促進に係る

環境構築事業」において、①全体設計等業務、②調査研究・実証に係る

執行管理・業務補助等事務局業務を委託するものである。 
（３）履行期間 契約締結日から令和１１年３月３１日（土）まで 
 
２．参加資格 
（１）独立行政法人日本芸術文化振興会会計規程第１６条及び第１７条の規定に該当しな

い者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
（２）独立行政法人日本芸術文化振興会一般競争（指名競争）参加資格において、令和８

年度の「役務の提供等」で「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」等級の認定を受けている者であ

ること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認

定を受けている者であること。）。なお、全省庁統一資格において当該資格を有する

者は、同等級の認定を受けている者とみなす。 
（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（４）以下の要件のいずれかを満たす者であること。 

  ①法人格を有する団体 

  ②法人格を有しないが、以下の要件をすべて満たしている団体 

   （ア）定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること 

   （イ）団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること 

   （ウ）自ら計理し、監査するなどの会計組織を有すること 

   （エ）団体の活動の本拠としての事務所を有すること 

（５）企画提案書の提出期限の日から企画提案書の特定の日までに、独立行政法人日本芸

術文化振興会、文部科学省又は文部科学省関係機関から取引停止又は指名停止の処分

を受けていないこと。 

（６）個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講ずる体制を整備しており、情報セ 

キュリティマネジメントシステム【ＪＩＳ Ｑ ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１）】

認証又はプライバシーマークを取得済であること。 

（７）本件の仕様書に定める業務を実施するにあたり、クラウドを利用したサービスを用

いる場合には、以下の要件を満たすものでなければならない。 



 

  ①当該サービスは、原則として「政府情報システムのセキュリティ評価制度（ISMAP）」
に登録されているサービスを用いること。 

②ISMAP 登録外のサービスを用いる場合には、ISMAP において定められたセキュリ 
ティ基準を満たすサービスであり、かつ、それを証明すること。 

（８）仕様書６．に示す専門知識・能力を有する従事者を、本業務に配置できる者である

こと。 
（９）契約担当役（独立行政法人日本芸術文化振興会 理事長）が別に指定する反社会的

勢力に該当しない旨の誓約書に誓約できる者であること。 

 
３．手続等 
（１）問合せ先 
   〒１０２－８６５６ 東京都千代田区隼町４番１号  
   独立行政法人日本芸術文化振興会 

財務部契約課契約係 松本・本多 
   電話番号 ０５０－１７５４－５９８１（直通） 
（２）募集要領等の交付期間及び方法 
   令和８年４月３０日（木）から、独立行政法人日本芸術文化振興会ＨＰ（トップペ

ージ＞調達情報＞入札情報一覧）又は上記（１）にて交付する。募集要領等の交付は

無料とする。 
（３）企画提案書の提出期限、場所及び方法 
   令和８年６月４日（木）午後５時まで 
   上記（１）に持参又は郵送（提出期間内必着、書留郵便等の配達記録が残るものに

限る。）により提出すること。電送によるものは受け付けない。 
※（１）～（３）の受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前１０時から午後５時ま

でとする。 
 
４．その他 
（１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）入札保証金及び契約保証金 免除 
（３）契約書作成の要否 要 
（４）誓約書の遵守 上記２．（９）の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しく

は誓約に反することとなったときは、当該者の企画提案書又は契約を無効とするもの

とする。 
（５）関連情報を入手するための照会窓口 上記３．（１）に同じ。 
（６）「独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について」（独立行政法人日本芸術文化

振興会ＨＰトップページ＞調達情報）を参照の上、その内容について同意了承するこ

と。（ 参照：https://www.ntj.jac.go.jp/about/procurement/info.html ） 
（７）詳細は募集要領等による。 

以  上    


